
JP 2010-132040 A5 2011.6.2

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成23年6月2日(2011.6.2)
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【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｒ  21/00     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  21/02     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  19/48     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｒ  21/00    ６１０Ｚ
   Ｂ６０Ｒ  21/02    　　　Ｍ
   Ｂ６０Ｒ  19/48    　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成23年4月13日(2011.4.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車幅方向に長手とされ、バンパ骨格部材に対する車両前後方向の外側に配置された緩衝
部材と、
　車幅方向に長手とされると共に内部が圧力チャンバとされると共に前記バンパ骨格部材
に対する前記緩衝部材側と同じ側に、車両前後方向の外側からの荷重入力に対し、前記緩
衝部材とは独立してかつ該緩衝部材よりも小さい荷重で、前記圧力チャンバの体積が減じ
られるように潰れ変形可能に設けられたチャンバ部材と、
　前記圧力チャンバ内の圧力変化に応じた信号を出力する圧力検出器と、
　前記圧力検出器からの信号に基づいて、車両前後方向の外側から前記バンパ骨格部材側
への衝突を判定する衝突判定部と、
　を備え、前記チャンバ部材と前記緩衝部材とは、少なくとも一部が車両上下方向に離間
して配置されることで、前記車両前後方向の外側からの荷重入力に対し独立して変形され
る衝突検出装置。
【請求項２】
　前記チャンバ部材と前記緩衝部材とは、車両前後方向の少なくとも一部が長手方向の全
長に亘って車両上下方向に離間して配置されている請求項１記載の衝突検出装置。
【請求項３】
　前記チャンバ部材と前記緩衝部材とは、長手方向の少なくとも一部が車両前後方向の全
長に亘って車両上下方向に離間されている請求項１又は請求項２記載の衝突検出装置。
【請求項４】
　前記緩衝部材は、前記チャンバ部材に対し車両上下方向の上側及び下側の双方に、それ
ぞれ前記チャンバ部材に対し車両上下方向に離間して配置されている請求項１～請求項３
の何れか１項記載の衝突検出装置。
【請求項５】
　前記緩衝部材における車両前後方向の外側の端部は、前記チャンバ部材における車両前
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後方向の外側の端部に対し、車両前後方向の同じ位置か、又は車両前後方向の外側に突出
した位置に配置されている請求項１～請求項４の何れか１項記載の衝突検出装置。
【請求項６】
　前記緩衝部材は、車両前後方向の内側の端部が前記バンパ骨格部材に接触されている請
求項５記載の衝突検出装置。
【請求項７】
　前記緩衝部材は、圧縮変形による体積変化に応じた反力を生じる材料にて構成されてい
る請求項１～請求項６の何れか１項記載の衝突検出装置。
【請求項８】
　前記衝突判定部は、前記圧力検出器からの信号に基づいて衝突荷重を検出し、該衝突荷
重に基づいて衝突を判定するようになっている請求項７記載の衝突検出装置。
【請求項９】
　前記衝突判定部は、衝突速度情報と、前記圧力チャンバの圧力変化に基づいて検出した
衝突荷重とに基づいて、車両前後方向の外側から前記バンパ骨格部材側に衝突した衝突体
を判別するようになっている請求項８記載の衝突検出装置。
【請求項１０】
　内部が圧力チャンバとされたチャンバ部材と、変形による体積変化に応じた反力を生じ
る緩衝部材とを、互いに独立して変形し得るように車両上下方向に並列して配置し、
　衝突体の衝突によって、前記緩衝部材により衝撃を吸収しながら前記チャンバ部材の変
形に伴う圧力チャンバの圧力変化を検出し、
　前記圧力チャンバの圧力変化に基づいて衝突荷重を検出する衝突検出方法。
【請求項１１】
　衝突体の衝突速度をさらに検出し、
　前記衝突速度と、前記圧力チャンバの圧力変化に基づいて検出した衝突荷重とに基づい
て、衝突体を判別する請求項１０記載の衝突検出方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　請求項１記載の発明に係る衝突検出装置は、車幅方向に長手とされ、バンパ骨格部材に
対する車両前後方向の外側に配置された緩衝部材と、車幅方向に長手とされると共に内部
が圧力チャンバとされると共に前記バンパ骨格部材に対する前記緩衝部材側と同じ側に、
車両前後方向の外側からの荷重入力に対し、前記緩衝部材とは独立してかつ該緩衝部材よ
りも小さい荷重で、前記圧力チャンバの体積が減じられるように潰れ変形可能に設けられ
たチャンバ部材と、前記圧力チャンバの圧力変化に応じた信号を出力する圧力検出器と、
前記圧力検出器からの信号に基づいて、車両前後方向の外側から前記バンパ骨格部材側へ
の衝突を検知する衝突判定部と、を備え、前記チャンバ部材と前記緩衝部材とは、少なく
とも一部が車両上下方向に離間して配置されることで、前記車両前後方向の外側からの荷
重入力に対し独立して変形される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
　また、本衝突検出装置では、チャンバ部材と緩衝部材とは少なくとも一部が車両上下方
向に離間して配置されているので、この隙間が車両前後方向への圧縮時の変形代（逃がし
代）となる。このため、緩衝部材（の変形）がチャンバ部材の変形を拘束することが一層
効果的に抑制される。すなわち、チャンバ部材と緩衝部材とは実効的に独立して変形する
ことが許容される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項２記載の発明に係る衝突検出装置は、請求項１記載の衝突検出装置において、前
記チャンバ部材と前記緩衝部材とは、車両前後方向の少なくとも一部が長手方向の全長に
亘って車両上下方向に離間して配置されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項２記載の衝突検出装置では、チャンバ部材と緩衝部材との間に長手方向（車幅方
向）の全長に亘る隙間が形成されているので、この隙間が車両前後方向への圧縮時の変形
代（逃がし代）となる。このため、チャンバ部材と緩衝部材とは一層実効的に独立して変
形することが許容される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項３記載の発明に係る衝突検出装置は、請求項１又は請求項２記載の衝突検出装置
において、前記チャンバ部材と前記緩衝部材とは、長手方向の少なくとも一部が車両前後
方向の全長に亘って車両上下方向に離間されている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項３記載の衝突検出装置では、チャンバ部材と緩衝部材との間に長手方向直角断面
視で車両前後方向の全長に亘る隙間が形成されているので、この隙間が車両前後方向への
圧縮時の変形代（逃がし代）となる。このため、チャンバ部材と緩衝部材とは一層実効的
に独立して変形することが許容される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１５】
　請求項４記載の発明に係る衝突検出装置は、請求項１～請求項３の何れか１項記載の衝
突検出装置において、前記緩衝部材は、前記チャンバ部材に対し車両上下方向の上側及び
下側の双方に、それぞれ前記チャンバ部材に対し車両上下方向に離間して配置されている
。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項４記載の衝突検出装置では、チャンバ部材に対する上下両側に緩衝部材（の部分
）が配置されており、チャンバ部材の上下両側には緩衝部材との間に隙間が形成されてい
る。このため、チャンバ部材の上下に緩衝部材が位置する構成において、該チャンバ部材
の上下に位置する隙間が車両前後方向への圧縮時の変形代（逃がし代）となり、これらチ
ャンバ部材と緩衝部材とが実効的に独立して変形することが許容される。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項５記載の発明に係る衝突検出装置は、請求項１～請求項４の何れか１項記載の衝
突検出装置において、前記緩衝部材における車両前後方向の外側の端部は、前記チャンバ
部材における車両前後方向の外側の端部に対し、車両前後方向の同じ位置か、又は車両前
後方向の外側に突出した位置に配置されている。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　請求項５記載の衝突検出装置では、緩衝部材における衝突側の端部がチャンバ部材にお
ける衝突側の端部に対し車両前後方向の同じ位置か衝突側に突出して位置するので、チャ
ンバ部材が単独で変形することが抑制される。このため、例えば軽度の衝突の際にチャン
バ部材が過度に変形されることが効果的に抑制される。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項６記載の発明に係る衝突検出装置は、請求項５記載の衝突検出装置において、前
記緩衝部材は、車両前後方向の内側の端部が前記バンパ骨格部材に接触されている。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
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　請求項６記載の衝突検出装置では、緩衝部材の反衝突側の端部がバンパ骨格部材に接触
しているので、衝突の初期から緩衝部材は変形しつつ衝突荷重（の一部）を支持し、チャ
ンバ部材が単独で変形することが効果的に抑制される。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項７記載の発明に係る衝突検出装置は、請求項１～請求項６の何れか１項記載の衝
突検出装置において、前記緩衝部材は、圧縮変形による体積変化に応じた反力を生じる材
料にて構成されている。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項７記載の衝突検出装置では、緩衝部材は衝突の際にその圧縮変形量（潰れ量）に
応じた（略比例した）反力を生じる。一方、上記した通り、圧力チャンバの圧力（体積）
変化は、緩衝部材の圧縮変形量に略対応する。したがって、衝突判定部は、圧力検出器の
出力信号に基づいて、衝突荷重に応じた検出値を一層精度良く得ることができる。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項８記載の発明に係る衝突検出装置は、請求項７記載の衝突検出装置において、前
記衝突判定部は、前記圧力検出器からの信号に基づいて衝突荷重を検出し、該衝突荷重に
基づいて衝突を判定するようになっている。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　請求項８記載の衝突検出装置では、衝突判定部は、圧力検出器の出力信号すなわち圧力
チャンバの圧力変化に基づいて、衝突荷重を検出する。本衝突検出装置では、上記の通り
圧力チャンバの圧力変化は緩衝部材の圧縮変形量に略対応するので、衝突荷重を精度良く
検出することができる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　請求項９記載の発明に係る衝突検出装置は、請求項８記載の衝突検出装置において、前
記衝突判定部は、衝突速度情報と、前記圧力チャンバの圧力変化に基づいて検出した衝突
荷重とに基づいて、車両前後方向の外側から前記バンパ骨格部材側に衝突した衝突体を判
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別するようになっている。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　請求項９記載の衝突検出装置では、例えば、衝突荷重の時間積分値を衝突速度で除して
有効質量を求め、この有効質量に基づいて衝突体を判別することができる。また例えば、
衝突荷重の時間積分値と衝突速度に応じて設定された閾値との関係で、衝突体を判別する
ことができる。本衝突検出装置では、上記の通り衝突荷重を精度良く検出することができ
るので、衝突体の判別精度が高い。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　請求項１０記載の発明に係る衝突検出方法は、内部が圧力チャンバとされたチャンバ部
材と、変形による体積変化に応じた反力を生じる緩衝部材とを、互いに独立して変形し得
るように車両上下方向に並列して配置し、衝突体の衝突によって、前記緩衝部材により衝
撃を吸収しながら前記チャンバ部材の変形に伴う圧力チャンバの圧力変化を検出し、前記
圧力チャンバの圧力変化に基づいて衝突荷重を検出する。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　請求項１０記載の衝突検出方法では、緩衝部材にて衝突荷重を主に支持しながらチャン
バ部材を変形させる。この際、緩衝部材は、その圧縮変形量（潰れ量）に応じた反力を生
じる。一方、この緩衝部材と独立に変形しつつ衝突荷重を支持するチャンバ部材は、衝突
体のバンパ骨格部材側への進入に伴って、緩衝部材の圧縮変形量に略対応して体積変化さ
れる。このため、圧力チャンバの圧力変化は、緩衝部材の体積変化すなわち衝突荷重に略
対応し、圧力チャンバの圧力変化に基づいて、衝突荷重（に対応する検出値）を精度良く
検出することができる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　請求項１１記載の発明に係る衝突検出方法は、請求項１０記載の衝突検出方法において
、衝突体の衝突速度をさらに検出し、前記衝突速度と、前記圧力チャンバの圧力変化に基
づいて検出した衝突荷重とに基づいて、衝突体を判別する。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００３０】
　請求項１１記載の衝突検出方法では、例えば、衝突荷重の時間積分値を衝突速度で除し
て有効質量を求め、この有効質量に基づいて衝突体を判別することができる。また例えば
、衝突荷重の時間積分値と衝突速度に応じて設定された閾値との関係で、衝突体を判別す
ることができる。上記の通り本衝突検出方法では、衝突荷重を精度良く検出することがで
きるので、衝突体の判別精度が高い。
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